
 

地域における男女共同参画社会の実現に向け、自治区女性会の研修等における

講師料を助成しますのでご活用ください。 

 

１．対象となる団体（下線部は平成３０年度から追加した部分） 

自治区女性会※、自治区内の女性で構成された自主グループ 
※自治区コミュニティの諸団体として自治区内に組織され、自治区運営に参画する女性の団体 

２．助成対象となる事業（下線部は平成３０年度から追加した部分） 

● 平成３０年７月から平成３１年２月末までに実施する以下の事業について、助成の対象とします。 

（１）男女共同参画社会の推進啓発事業   

 ① 会員以外も対象とした公開の事業  上限 ２０，０００円まで 
 【例】・自治区内住民を対象とした講座として…「女性の視点を生かしたまちづくり」 

「お父さん（と子ども）の料理教室」 

② 会員のみを対象とした事業       上限  ５，０００円まで 

   【例】・女性会の研修として…「男女共同参画とは」  
「地域活動を円滑にするコミュニケーション」 
「ＤＶ（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）・デートＤＶとは」 など 

（２)会員同士の交流を図る事業       上限  ３，０００円まで 

  【例】・女性の健康づくり（ヨガ、体操など） 

● 助成金額は上記金額を上限として、豊田市の講師料基準に基づいて市が決定します。 

● 同じ事業に対して、市から補助金が支給されている場合
．．．．．．．．．．．．．．．．

は助成の対象外とします。 

● 実施する団体の会員以外の講師の場合に限ります。 

３．申請・手続について 

● 原則、実施日の２週間前までに、キラッ☆とよた（とよた男女共同参画センター）窓口へ申請書 

（様式１）を提出してください。 審査後、結果をお知らせします。 

● 予算に限りがありますので、先着順に受付します。 

● 事業を実施後、報告書（様式２）を提出していただきます。 

※各種様式については、とよた男女共同参画センターのホームページからもダウンロードできます。 

（ＵＲＬ： http://clover-toyota.jp/ ）  

４．その他 

●生涯学習出前講座をご活用ください！ 

キラッ☆とよたでは、くらしの中のさまざまな疑問や、まちづくりを行う上で知っておきたい制度など

について、市職員等が無料でご説明に伺う「生涯学習出前講座」において、防災、DV、コミュニケー

ションなど、男女共同参画に関する様々なテーマの講座を実施しています。 

ご希望の場合は、キラッ☆とよたへご相談ください。 

自治区女性会等講師料助成事業について 
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